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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 
 

※【別紙】につきましては、長野市ホームページからご覧ください。 
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高齢者福祉・介護＞介護保険＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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【リマインド】令和８年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出に

ついて（通知） 

 

 

電子メールにて【別紙１】のとおりお知らせした令和８年度介護職員等処遇改善加算に係る

処遇改善計画書の提出に関して、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予

防支援、介護予防ケアマネジメントのみを行う事業所については、提出の締め切りを令和８年

６月15日（月）としておりますので、ご対応をお願いいたします。 

なお、既に他サービスと併せて処遇改善計画書を提出している事業所につきましては、ご対

応は不要です。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

        問い合わせ先：高齢者活躍支援課 介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４  

 

 
中東情勢悪化による県内事業者への影響に関するアンケートへの協力について 

 
 

長野県介護支援課から、標記について周知依頼がありました。 

つきましては、【別紙２】の依頼文をご確認いただき、アンケートにご協力くださいますよ

うお願いいたします。 

 

１ 回答方法  以下の URL から回答ください。 

https://forms.cloud.microsoft/r/PhpDZn7f2n 

２ 回答期限  令和８年（2026 年）５月 28 日（木） 

 

※回答は事業所・施設ごとにしていただくようお願いします。（企業・団体名を記載する項

目がありますが、事業所名や施設名を記載してください。） 

※依頼文の２ページ目に中東情勢の緊迫化に伴う石油及び関連製品等に関する国の相談

窓口を掲載していますので、こちらもご活用ください。 

 

        

問い合わせ先：国際経済情勢に係る長野県連絡協議会 事務局 

（長野県産業労働部産業政策課内） 

ＴＥＬ：０２６－２３５－７２０５ 

 
 
 
 
 
 
 

https://forms.cloud.microsoft/r/PhpDZn7f2n
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『長野市内居宅介護支援事業所連絡会』 活動開始のお知らせ 

 
 

市内の介護支援専門員の皆さまへ。 

昨年より居宅介護支援事業所の有志で準備を進めてまいりました。当連絡会は、このたび活

動を開始する運びとなりました。 

今後は、皆さまとともに学び合い、つながりを深めながら、日々の支援に役立つ場を育てて

いきたいと考えております。行政や関係職種とも連携して、地域のケアマネジメントの向上に

努めて参ります。 

今年度は、年 2 回ほどの研修や情報交換の機会を予定しており、第 1 回は 7 月頃の開催を目

指して準備を進めています。 

詳細につきましては、あらためてご案内いたします。 

 なお、本年度の役員事業所は下記のとおりです。どうぞ皆さま一人ひとりが、この連絡会を

“自分たちの場”として気軽に活用して頂き、共に育てていただければ嬉しく思います。 

 

令和 8 年 5 月 13 日 

 

長野市内居宅介護支援事業所連絡会 

企画準備室代表：小林 和也 

 

 

～長野市内居宅介護支援事業所連絡会 役員事業所～ 

●ながでんハートネット居宅介護支援長野／●ニチイケアセンター高田 

●ふれあい介護サービスセンター居宅介護支援事業所／●ふれあい荘 

●さくらえちょう敬老園居宅介護支援事業所／●燦倶楽部 

●居宅介護支援事業所ワーカーズながの／●やさしい手長野高田居宅介護支援事業所 

●エフビー介護サービス居宅介護支援事業所長野／●若槻ホームケアプランセンター 

●吉田介護サービスセンター居宅介護支援事業所／●福祉相談センターりんごの郷 

●豊野介護サービスセンター居宅介護支援事業所／●居宅介護支援事業所コスモス 

●篠ノ井介護サービスセンター居宅介護支援事業所 

●居宅介護支援事業所ケアプラザわかほ 

●居宅介護支援事業所コスモスプラネット篠ノ井 

●コープながの福祉センター長野南ケアマネジャーステーション      

  （順不同・敬称略） 
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令和８年６月 従前相当サービス（訪問型・通所型）サービスコードについて 

 
 

令和 8 年 6 月からの介護職員等処遇改善加算改定に伴い、サービスコード表を掲載しました

のでご確認ください。基準緩和サービスについてはサービスコード表に変更はありません。 

また、「単位コードマスタ」につきましては 6 月下旬にホームページに掲載予定です。準備が

でき次第、フレッシュ情報でお知らせします。 

 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101200/contents/p006079.html 

 

 

問い合わせ先：地域包括ケア推進課 企画・管理担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－７９３５ 

 
 

結核に関するポスターについてのお知らせ 

 
 

標題の件について、高齢者への正しい結核の知識の普及と早期発見・早期治療を目的として

結核のポスターを作成いたしました。【別紙３】を御確認ください。 

 掲示に御協力いただける方がいらっしゃいましたら、下記までお問い合せください。 

 

 

問い合わせ先：長野市保健所健康課 感染症対策担当 

         ＴＥＬ：０２６－２２６－９９６４ 

 

 
介護事業所や医療機関の皆さまへ 

【令和 8 年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所への支援】 

 

 

介護保険最新情報 Vol.1497 でご案内がありました上記の支援が昨年度に引き続き、今年度

も 5 月 7 日より受付が開始されています。詳細につきましては、【別紙４】・【別紙５】もしく

は「介護情報基盤ポータル」をご確認ください。 

 

https://www.kaigo-kiban-portal.jp/ 

 
 
地域包括ケア推進課 企画・管理担当  
高齢者活躍支援課  介護施設担当  

 

 

 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101200/contents/p006079.html
https://www.kaigo-kiban-portal.jp/
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要介護・要支援認定新規・変更・介護申請に係る適正な申請について 

 

 

心身の状況変化に伴う認定申請について、より適切なタイミングでの申請と迅速な認定のた

め、以下の点にご留意ください。 

 

（急性期、入院直後の早すぎる申請） 

認定調査は心身の状況が安定していることを前提としています。入院直後などの早い段階で

申請をいただきますと、状況が落ち着くまで調査を待機せざるを得ず、結果として認定までに

お時間をいただくことになり、更新までの間隔が短くなる等、市民の皆様の不利益に繋がる可

能性があります。 

また、時期のずれにより調査結果と主治医意見書の内容に乖離が生じると、確認作業のため

さらに時間を要することとなります。介護保険サービスの利用が見込まれ、状況が安定した適

切な時期での申請にご協力をお願いいたします。入院や転院の期間が数か月に及び、介護保険

サービス利用までに相当期間を要する場合は、必要に応じ、取り下げのご相談をさせていただ

く場合もございます。 

 

（短期間での複数回の変更（介護）申請） 

短期間に繰り返しの申請を行うことは、市民の皆様への心身の負担にもつながります。申請

にあたっては、現在の介護度での対応が困難であるか、またその状況変化が継続的なものか、

等を検討してください。 

なお、変更申請の目的を把握するため、伝達事項欄への詳細な記入にご協力いただけますと、

よりスムーズな手続きが可能となりますのでご協力をお願いいたします。 

 

問い合わせ先：長野市介護保険課 認定担当  
           ＴＥＬ：０２６－２２４－７８９１  

 

 

 

要介護・要支援認定申請書の完全切り替えについて 

 

 

令和８年３月 23 日号、４月 20 日号でお知らせのとおり、令和８年４月１日から将来的な「介

護情報基盤」の運用を見据えた申請様式の変更を行っております。 

移行期間として４月、５月にあっては旧様式による申請を可能としておりましたが、６月以

降は新様式による受付のみとし、旧様式をお持ちいただいた場合は新様式での提出を依頼しま

すので、ご留意ください。 

 

 

問い合わせ先：長野市介護保険課 認定担当  
  ＴＥＬ：０２６－２２４－７８９１  
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認定審査会の日程照会に係るお願いについて 

 

 

令和８年４月 20 日号でお知らせのとおり、令和８年５月１日受付開始の更新申請より、申

請者の利便性向上及び月初の受付窓口混雑緩和の観点から、受付開始日を「含む」５開庁日前

までの間に限り「事前預かり」を開始しています。（更新申請に限りますのでお間違えのないよ

うご留意ください） 

 

更新申請にあっては、上記取り扱いにより分散が図られているところ、変更申請にあっては

依然として１日付申請の件数が多いことから、月初は窓口及び電話が大変混雑します。 

 

つきましては、認定審査会の日程について、月初１開庁日以外での照会にご協力をお願いい

たします。 

 

また、申請後間もなく、調査が完了したタイミングで照会をいただくことがありますが、調

査票と意見書が揃ってから、審査会が開催されるまでは概ね 10 日程度を要します。申請当日

に調査票と意見書が揃っていることは基本的にないため、目安として申請から３週間程度を経

過してから照会をいただきますようご協力をお願いいたします。 

 

ただし、国からの通知を踏まえ、申請時にがんの末期であることの申し出があった場合等に

ついては、この限りではありませんのでご留意ください。 

 

             問い合わせ先：長野市介護保険課 認定担当  
            ＴＥＬ：０２６－２２４－７８９１  
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【要介護・要支援認定者状況】 

（令和８年４月末日現在 地区別認

定者数： 21,412 人） 

地 区 名 
要支援

１ 

要支援

２ 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
合 計 

第１地区 51 62 101 41 39 43 23 360 

第２地区 104 109 205 95 83 108 54 758 

第３地区 86 96 134 64 45 77 33 535 

第４地区 33 29 48 24 24 31 16 205 

第５地区 32 31 70 26 19 42 12 232 

芹田地区 212 176 304 138 138 165 75 1,208 

古牧地区 128 116 285 137 141 158 73 1,038 

三輪地区 167 160 295 137 101 114 72 1,046 

吉田地区 154 138 272 99 90 99 77 929 

古里地区 118 88 193 92 65 110 55 721 

柳原地区 78 38 96 56 39 46 26 379 

浅川地区 52 76 115 67 46 75 36 467 

大豆島地区 71 57 152 73 55 74 49 531 

朝陽地区 102 101 203 99 82 110 68 765 

若槻地区 187 188 351 129 128 177 99 1,259 

長沼地区 22 17 36 16 16 18 14 139 

安茂里地区 202 185 339 140 122 170 87 1,245 

小田切地区 12 18 32 8 10 10 14 104 

芋井地区 36 10 38 15 26 22 9 156 

篠ノ井地区 399 322 595 235 219 352 187 2,309 

松代地区 186 162 320 137 116 179 95 1,195 

若穂地区 123 95 175 91 60 99 52 695 

川中島地区 209 175 320 175 132 209 95 1,315 

更北地区 274 224 441 196 161 218 128 1,642 

七二会地区 17 24 40 24 7 17 10 139 

信更地区 31 21 42 24 27 25 11 181 

豊野地区 117 57 162 87 56 92 39 610 

戸隠地区 35 15 62 30 35 59 26 262 

鬼無里地区 23 11 55 21 13 14 16 153 

大岡地区 37 5 28 12 8 12 3 105 

信州新町地

区 
89 25 92 31 46 62 39 384 

中条地区 45 8 60 13 29 23 5 183 

市 外 21 8 40 21 24 32 16 162 

合計 

(現存者) 
3,453 2,847 5,701 2,553 2,202 3,042 1,614 21,412 
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介護保険最新情報について  

 

 

厚生労働省老健局から以下のとおり介護保険最新情報が出ております。  
 厚生労働省等のホームページで確認の上、ご対応をお願いします。 
 

【介護保険最新情報 Vol.1501】 

「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の

令和８年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するＱ＆Ａ」の送付について（事務連絡） 

 

【介護保険最新情報 Vol.1502】 

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 （訪問通所サービス、居宅療養管

理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する 

基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に

伴うＱ＆Ａの発出について 

 

【介護保険最新情報 Vol.1503】 

令和７年度老人保健健康増進等事業「身寄りのない在宅高齢者への支援に関する調査事業」及

び「保険外サービス活用推進等に関する調査研究事業」の報告書について（情報提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護
支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知
らせしていく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電
話またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《 問い合わせ先 》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

